
運 営 規 程 

三沢老人ホーム（介護老人福祉施設） 

 

（趣旨） 

第１条  この規程は、介護保険法及び介護老人福祉施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する

基準（以下｢基準省令｣という。）その他関係法令通知の定めるものの他、社会福祉法人楽晴

会 三沢老人ホーム（以下「当施設」という。）の運営に関する重要事項を定めることを目

的とする。 

 

（施設の目的） 

第２条  当施設は、施設サービス計画に基づき、入所者の意思及び人格を尊重し、入所者がその有

する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するとともに、在宅復帰ま

でを支援する生活介護サービスの提供に努める。 

    ２  当施設は、ボランティアの育成及びその活用を通じて、地域の介護環境を構築して、地域

や家庭との結びつきを重視した運営に努める。 

３  当施設は、市町村並びに保険医療及び福祉サービスを提供するものと密接な連携に努める。 

 

（運営の方針） 

第３条  当施設は、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資す

るよう、その心身の状態を踏まえて、生活介護を適切に行う。 

    ２  サービスの提供に当っては、懇切丁寧を旨とし、入所者及びその家族に対し、必要な事項

について、理解しやすいように指導又は説明を行う。 

    ３  当施設は、入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為は行わない。 

        やむを得ず拘束する場合は、入所者又はその家族に説明の上行い、その状態、経過、心身

の状況及び拘束の理由等を記録する。 

    ４  当施設のサービスは、入所者及びその家族に十分な満足が得られるように、自らそのサー

ビスの質の評価を行い、常にその改善を図る。 

 

（施設の名称及び所在地） 

第４条  当施設の名称及び所在地は、次の通りとする。 

    一 名  称  三沢老人ホーム 

    二  所在地  三沢市大字三沢字園沢１５６－８ 

三 営業日   月曜日～金曜日 

四 営業時間  午前9時～午後5時     ※サービス提供は２４時間、年中無休 

五 休業日   土曜日、日曜日、祝祭日 

 

（従業者の職種及び員数） 

第５条   

施設に、次の職員を置くものとする。 

一 管理者 1名 

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

二 医師  1名（嘱託医が毎週1回、必要に応じて往診） 

医師は、入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行う。 



三 生活相談員 1名以上 

生活相談員は、入所者及びその家族の生活相談受付、社会生活上の便宜供与、援助を行う。 

四 介護支援専門員  1名以上 

介護支援専門員は、入所者の心身の状況等を踏まえて、施設サービス計画を作成する。 

五 機能訓練指導員 1名以上 

機能訓練指導員は、入所者の心身の状況等を踏まえて、必要に応じ日常生活を送る上で必

要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行う。 

六 歯科衛生士 1名 

    歯科医師の指示のもと、口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができる

よう口腔衛生管理を計画的に行う。 

七 看護職員 3名以上 

看護職員は、入所者の健康状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとる。 

八 介護職員 20名以上 

介護職員は、入所者の心身の状況に応じ、自立の支援と日常生活の充実に資するように、

適切な介護を行う。 

九 栄養士または管理栄養士 1名以上 

栄養士は、入所者の栄養管理、献立作成、調理指導等を行う。 

 

 2 前項に定めるもののほか、必要に応じ予算の範囲内で、その他の職員を置くことができる。 

 

（入所定員及びユニットの内容） 

第６条  当施設の入所定員は、６０名とする。 

  一 ユニットの数は６ユニットとしユニットごとの定員は１０名とする。 

  二 居室の定員は１室１名とする。 

三  居室の選択、希望の有無は生活相談員が行うが、原則的に重介護者を優先とした 

居室割り当てとする。 

    四  災害その他やむを得ない事情がある場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて入所さ

せないものとする。 

 

（サービスの内容） 

第７条  当施設は、次に掲げる施設生活介護サービスを提供する。 

    一  当施設は、入所者３人に対して看護・介護職員を１人以上配置する。 

    二  当施設は、入所者１００人に対して１人以上の機能訓練指導員を配置する。 

    三  個々の状態に応じた生活リハビリテーション 

    四  当施設は、１週間に２回以上の入浴又は清拭を行う。 

    五  当施設の食事は、適切な栄養量及び内容、かつ適温適食ができるよう、栄養士が管理する。 

    六  当施設は、個々の社会経済生活上の課題・困苦に対する相談援助を行い、あるいは社会的

な便宜の供与を図る。 

 

（利用料その他の費用の額） 

第８条  当施設の利用料は、次の通りとする。 

    一  指定施設生活介護を利用した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるもの

とし、当該生活介護が法定受領サービスの場合は市町村より交付されている「介護保険負担

割合証」に基づき請求する。 

    二  前号の他、次に掲げるサービスを利用する場合は、その実費額を負担するものとする。 



    (1)  居住費    下記参照 

    (2)  食費      １日 1,450円（朝食 410円  昼食 550円  夕食 490円） 

    (3)  入所者が選定する特別な食事  （上記(2)の食費を控除した差額の実費） 

  (4) 流動食管理費 （持参された栄養液の管理費） １回 300円 

    (5)  理美容代      実費（１回 1,500円程度） 

    (6) 個別支援サービス（私用外出など）に要する費用 

 15km未満の送迎介助 １回 1,000円 

15km以上の送迎介助 １回 2,000円  

    (7)  日用品費（歯ブラシ、シャンプー、化粧品、タオル、ティシュペーパー等） 実費 

    (8)  クラブ活動の材料費    実費 

    (9)  医療に要する費用      実費 

    (10)  インフルエンザ等の予防接種費用及び診断書料等  実費 

    (11) 私物のクリーニング料    実費（事業所でクリーニングできないもの） 

    (12) 金銭管理・保全サービス費  月額3,000円 

（希望者には金銭管理保全サービス契約書にて同意を要する） 

    ２  負担額について 

利用者負担段階区分 
負担額 

居住費 食費 

第１段階 日額     ８８０円 日額    ３００円 

第２段階 日額       ８８０円 日額    ３９０円 

    第３段階  ① 日額   １，３７０円 日額    ６５０円 

  第３段階 ② 日額   １，３７０円 日額  １，３６０円 

第４段階 日額     ２，０６６円 日額  １，４５０円 

   

 

    ３  利用料の徴収に当っては、あらかじめ入所者及びその家族にサービスの内容、費用につい

て説明を行い、同意を得て行うものとする。 

 

（施設の利用に当っての留意事項） 

第９条  入所者は、施設の生活の秩序を保ち、相互の生活権を侵害しないように努める。 

    一  けんか、口論、泥酔等他の人に迷惑をかけるような行為・行動をしないこと 

    二  指定した場所以外での喫煙はしないこと。 

    三  営利行為、宗教の勧誘及び特定の政治活動を行わないこと。 

    四  その他この規程の定めに反する行為をしないこと。 

    ２  入所者は、外泊又は外出しようとするときは、その都度行先及び期間等の予定を施設長に

届け出ること。 

    ３  入所者及びその家族は、正当な理由なく、施設サービス計画に基づく利用に関する指示に

従わず、介護状態の程度を悪化させるような行為はしないこと。 

    ４  疾病その他特別な理由がなく社会通念上の規範に従わない場合は、利用制限をすることが

あります。 

 

（非常災害対策） 

第10条  当施設は、消防法施行規則第３条に定める消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する

ための計画を策定し、その計画に基づき非常災害対策を行う。 

    ２  消防計画の策定及びこれに基づく消防業務は防火管理者に任命された者が行う。 



    ３  消防訓練及び非難・救出訓練は、年２回実施する。 

 

 

（苦情処理、ハラスメント） 

第11条 自ら提供する施設サービス計画に基づいた介護老人福祉施設サービスに関する入所者及

び家族等からの苦情、ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。 

  ２ 提供した施設サービスに関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行なう調査に協力

するとともに、国民健康保険団体連合会から指導または助言を受けた場合は、当該指導又は

助言に従って適切な改善を行なう。 

  ３ 当施設は利用者及びその家族等からの苦情に対して迅速かつ適切に対応するため、相談及

び苦情受付窓口として担当職員を配置し解決に向けての調査を実施し、改善の措置を講じ

必要に応じて楽晴会苦情解決第三者委員会へ報告。利用者及びその家族等に説明するもの

とする。 

 

（事故発生時の対応） 

第12条 当施設でのサービス提供中に利用者に対する事故が発生した場合、速やかに利用者の家族

等、市町村に連絡を行なうとともに、必要な措置を講じる。 

  ２ 前項の事故の状況及び事故に際して行なった処置を記録する。 

  ３ 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行なう。 

 

（個人情報の保護） 

第13条 利用者又はその家族等の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働

省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの為のガイダンス」

を遵守し適切な取扱いに努める。 

  ２ 当施設が知り得た利用者又はその家族等の個人情報については、当施設での介護サービス

の提供以外の目的では原則的に使用しないものとし、外部への情報提供については必要に

応じて利用者又はその家族等の同意を得る。 

 

（秘密保持） 

第14条 当施設に勤務する職員は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその家族等の秘

密を漏洩してはならない。 

  ２ 従業者であった者が、正当な理由がなくその業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密

を漏洩する事がないよう、従業者でなくなった後においてもこれらの者の秘密を保持する

べき旨を、雇用契約の内容とするものとする。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第15条 利用者の人権擁護、虐待の防止等の為、必要な体制の整備を行なうと共に、その従業者に

対し研修を実施するための措置を講じる。虐待の発生又はその再発を防止する為、以下の

処置を講じる。 

（１） 虐待防止のための対策を検討する委員会を設置する。 

（２） 虐待防止のための指針の整備 

（３） 従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。 

（４） 上記措置を適切に実施するための担当者の設置 

 

 



 

（業務継続計画の策定等） 

第16条 当施設は、感染症や非常災害の発生、及び非常事態下での早期の業務再開を図るための計

画（以下「業務継続計画」とする）を策定し、当該業務継続計画に則り必要な措置を講じ

る。 

  １ 当施設は、従業者に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を

定期的に実施する。 

  ２ 当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行ない、必要に応じて業務継続計画の変更を

行なう。 

 

（衛生管理等） 

第17条 当施設において感染症が発生、又は蔓延しないよう、次の各号に掲げる措置を講じる。 

（１） 当施設における感染症の予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会を概ね 

 ６カ月に1回以上開催するとともに、その結果について従業者へ周知徹底を図る。 

（２） 当施設における感染症の予防及び蔓延防止のための指針を整備する。 

（３） 当施設において、従業者に対し感染症の予防及び蔓延の防止のための研修及び訓練を

定期的に実施する。 

 

（その他施設の運営に関する重要事項） 

第18条  当施設は、原則として１ヶ月ごとに、職員の勤務時間、職務の内容等を明確にした勤務表

を作成し、これを掲示する。 

    １  当施設は、職員の資質向上のため、年４回の研修の機会を設ける。 

    ２  当施設のサービス提供により賠償すべき事故が発生した場合は、当施設が加入する損害賠

償保険に基づき、速やかに賠償するものとする。 

    ３  当施設は、入所者の介護保険福祉サービスの提供に関し、施設サービス計画書、看護・介

護記録、機能訓練記録、入所検討会議録その他必要な記録を整備する。利用者からこれら

の記録の閲覧を求められた場合は、原則としてこれに応じる。ただし、家族からの請求に

ついては、本人の同意が得られる場合に限り、これに応じることができる。 

  ４ 当施設は、施設サービスを提供するに当たっては、当該利用者又は他の利用者の生命又は身

体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する

行為を行わない。 

   ５  当施設では、衛生管理に努め、衛生上必要な措置を講ずるとともに、医療品及び医療器具の管

理を適正に行い、施設において感染症の発生を防ぐ為の体制を整備し、指針を定め、お客様

の安全確保を図ることとする。 

  ６ 当施設は、適切な施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な

言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

により従業者の就業環境が害されることを防止するための、方針の明確化等の必要な措置を

講じる。 

 

（その他） 

第12条  この規程に定めるもののほか、当施設の運営に関する事項は、基準省令第５条に定める重

要事項説明書（利用約款）に定めるほか、入所者及びその家族と当法人が協議して定める。 

 

 

 



 

附則 

この規程は、２０２４年１２月 １０日から施行する。 

 


